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論文内容の要旨

壮

本論文は、近年益々その必要性が強く認識されつつある既成市街地の環境整備を推進するために、どのような空間

レベルの計画が必要とされ、その策定および展開にあたって如何なる方法が有効であるかについて論じたもので、内

容は本編 8 章からなる。

第 1 章では、都市の既存環境の整備を推進する上で、地区レベルの計画が必要であることを、近年の都市計画論を

参照しつつ論じるとともに、わが国における地区レベルの環境整備計画の展開を具体的かつ経年的に追い、計画論的

観点から整理を行っている。

第 2 章では、都市の地区レベルの環境整備に関して、市民が想起する環境整備課題にはどのような類型があり、そ

れに対して市民がどのような対応姿勢をもっているかについて、那覇市における地区ビジョンづくりを事例に分析し

ている。

第 3 章では、地区レベルの環境整備計画を位置づ、ける国の法制度である地区計画制度について、その運用上の限界

とそれを克服するための地方自治体独自の試みに関して、交野市における「景観まちづくり条例」および箕面市にお

ける「まちづくり推進条例J を事例として分析している。

第 4 章では、地方自治体独自に制定されているまちづくり関連条例に関して、その動向および特徴について全国レ

ベルで経年的に分析するとともに、条例における地区指定の類型、地区計画との関連性、および住民の参加形態等に

ついて分析を行っている。

第 5 章では、まちづくり関連条例のなかでも特に地区レベルの計画策定を重視している景観条例およびまちづくり

条例を取り上げ、まちづくり活動を担う主体とそれに対する行政による支援の方策について、関西の 2 県および 9 市

の条例を事例に分析している。

第 6 章では、まちづくり条例を制定し他市に先駆けて積極的に住民によるまちづくり提案作成支援を行っている神

戸市および豊中市を事例に、まちづくり支援体制に関する比較分析を行っている。

第 7 章では、前章での考察を踏まえ、地区レベルの環境整備計画策定の諸段階における支援の実態とその効果につ



いて、豊中市を事例に分析している。

第 8 章では、一連の考察で得られた知見を取りまとめるとともに、地区レベルの環境整備計画の策定過程に段階性

が存在し、それぞれの段階にふさわしい支援が必要であることを論じている。

論文審査の結果の要旨

本論文は、都市における既成市街地の環境整備計画の立脚すべき空間レベルおよびその内容、さらには計画策定の

主体とその行政支援のシステムに関する基礎を得ることを目指し、まず、これまでの地区レベルの環境整備計画を計

画論的観点、から整理・分析し、さらに具体的な地区ビジョンづくりの試みを事例に市民が想起する環境整備課題の類

型化を行ない、次いで、地方自治体が独自に制定しているまちづくり関連条例を対象として、その制定の動向および

特徴について全国の自治体の事例を経年的に分析するとともに、関西地域における先進事例を対象としてその運用実

態を分析した知見を取りまとめたものである。得られた結果を要約すると以下の通りである。

(1) わが国における地区レベルの環境整備計画の展開を経年的に追い、計画論的観点から整理・分析することによっ

て、地区レベルの計画には、計画内容および計画対象の空間的範囲の点から、①近隣住区レベルの空間的広がりを

もっ第一段階、②まちづくり提案や構想作成の対象となる中間的なレベルの空間的広がりをもっ第二段階、③事業

を実施するための合意形成レベルの空間的広がりをもっ第三段階があり、初期の環境整備を目指すまちづくりにお

いては、第一段階ないし第三段階しか見られなかったが、 1980年代以降、第二段階が見られるようになったことを明

らかにしている。

(2) 那覇市における地区ビジョンづくりを事例に、市民が想起する 1499件の課題を類型化し、 29タイプの課題群を得、

それらに対する市民の対応姿勢の分析から、その解決のために市民が主体的に取り組むことができると考えている

課題群と、市民の行政への陳情・要望の対象になる課題群とがあることを明らかにしている。

(3) 環境整備に関連する地方自治体条例の制定は昭和40年以降増加の一途をたどっており、その動向および内容を分

析することを通じて、まず、地区レベルの環境整備への市民・住民の関心を醸成するためには景観づくりを契機と

することが有効と認識されるようになったことから「景観条例j が制定され、さらに、より総合的な対応の必要性

が認識されてきたことを背景に「まちづくり条例j が制定されるようになり、とりわけ近年、まちづくり活動の誘

導やそれに対する行政支援の内容を含んだ条例の制定が急激に増加していることを明らかにしている。

(4) 自治体条例に基づいて行われている地区レベルの環境整備計画策定の過程について、神戸市と豊中市を事例に分

析し、前者では、先に述べた地区レベルの計画の第三段階に位置づけられる計画策定活動に対して初動期からの支

援が行われているのに対し、後者では、第一段階から順を追って第三段階へと展開されていることを明らかにし、

それぞれの段階における支援内容と計画策定の推移の分析から、市民・住民が想起する環境整備課題を育てていく

という点からは後者の手法が有効であることを示唆している。

(5) 以上のような知見を踏まえて、都市における既成市街地の地区レベルの環境整備計画の策定とその支援システム

について、立脚すべき空間レベルおよびその内容、さらには計画策定の諸段階における支援内容について、とりわ

け行政側が整備・改善すべき方向について提言している。

以上のように、本論文は、環境計画の基本的な課題の一つである既成市街地の地区レベルの環境整備計画について、

市民・住民が想起する環境整備課題を具体的な整備事業に展開していく観点から、条例という制度的な枠組みに基づ

くことを前提としつつ、環境整備計画の方法論に係わる課題を提示するとともに課題解決のための提案を行ってお

り、環境工学の発展に寄与する所大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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